
  

ウクライナ避難民への支援を充実させるため、 

福岡県と北九州市、福岡市など県内市町村が一体となった 

「福岡県ウクライナ避難民支援連絡調整会議」を設置します。 
 

〇 ウクライナから福岡県への避難民に対する受け入れや支援については、本県のほか、
北九州市、福岡市など、県内の各自治体が住居や生活物資の提供などの支援を行って
います。また、県内の企業や団体などからも住居、生活支援、就労、通訳に関する支援
の申し出があっている状況です。 

〇 このため、県が一元的にこれらの支援情報を集約の上、両政令市をはじめとする市
町村と共有し、経済、労働、保育、医療などの関係機関・団体等との連携、調整を図る
「福岡県ウクライナ避難民支援連絡調整会議」を設置します。 

・・・・・（１） 

〇 あわせて、本県が実施するウクライナ避難民への支援について充実を図ります。 

・・・・・（２） 

〇 これにより、ウクライナから本県に避難される皆様を円滑に受け入れ、安心して生
活していただけるよう取り組んでまいります。 

〇 また、現在募集している人道支援のための救援金について、３月末日までに集まっ
た募金を日本赤十字社にお渡しします。             ・・・・・（３） 

 

（１）福岡県ウクライナ避難民支援連絡調整会議 

   県内における提供可能な住宅、就労を受け入れる企業、医療機関、保育施設等の情報 

を、県が一元的に集約して市町村と共有するとともに、外国人相談センターなど必要な

機関への情報提供のほか、地域で不足する受け入れ施設の確保など、必要に応じて、構

成団体や関係機関で連携して取り組む。 

① 設置日 

    令和４年４月１１日（月） 
 

② 構成団体 

    福岡県 

    北九州市 

    福岡市 

    福岡県市長会 

    福岡県町村会 

     事務局 

     福岡県企画・地域振興部国際局 

 

③ 連携を図っていく関係機関・団体 

    国際交流機関、就労支援機関、経済団体、医療・保育団体 等 

    

  

県内
市町村

福岡県
関係機関・
団体等

支援情報の一元化

福岡県ウクライナ避難民支援連絡調整会議

連携

（電話番号 092-643-3201） 



 

（２）県が実施するウクライナ避難民への支援を充実 

① 福岡県外国人相談センター 

ア 在福のウクライナ人の方を１名配置 

ウクライナ語による相談サポート、行政情報のウクライナ語への翻訳、公営住宅

入居申込等の手続き支援 など 

イ 行政書士等との連携した支援 

在留資格の変更手続き、就労や教育に関する相談、医療に関する手続き（医療保

険、医療費等） など 

ウ 在福ウクライナ人などの通訳ボランティアを派遣 

エ ウクライナ語に対応している通訳機を１台配置 

 

② 日本語教育の提供  

    （公財）福岡県国際交流センターで開催する日本語教室において、日本語を学ぶ機

会を無料で提供します。 

 

（３）人道支援のための救援金 

県が令和４年３月１０日から募集を開始した救援金については、３月３１日時点で、 

１４,８１１,３６７円の募金をいただきました。 

本日、この募金を日本赤十字社に送り、ウクライナでの人道危機対応及び救援活動を

支援するために使っていただきます。 

なお、救援金は引き続き５月３１日まで受け付けています。 

 


